
訪問販売又は電話勧誘販売における住宅リフォーム工事の役務提供に係る 

過量販売規制に関する考え方 

第１ はじめに 

 訪問販売において消費者が住宅リフォーム工事の役務提供契約を次々と結ばされるといった

事案を契機として、平成 20 年に特定商取引に関する法律（昭和 51 年法律第 57 号。以下「法」

という。）に、日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品等の売買契約等の締

結について勧誘すること等の禁止（いわゆる過量販売規制）が導入された（法第７条第１項第

４号、特定商取引に関する法律施行規則（昭和 51 年通商産業省令第 89 号。以下「省令」とい

う。）第６条の３）。 

 もっとも、特に住宅リフォーム工事の役務提供に係る過量販売規制については、住宅リフォ

ーム工事の対象が個別の建物の様々な部位（屋根、小屋裏、床下等）に及ぶことから個別の判

断に時間を要する一方、住宅リフォーム工事の役務提供に係る契約の性質上、商品の販売等に

比して価格が高額となり、消費者が被る損害が大きくなる傾向にある。そこで、訪問販売又は

電話勧誘販売における住宅リフォーム工事の役務提供に係る過量販売規制の運用の透明性及び

役務提供事業者の予見可能性を高めるとともに、それらによって消費者被害の未然防止も図ら

れるよう、本考え方においては、訪問販売又は電話勧誘販売における住宅リフォーム工事の役

務提供に係る過量販売規制の要件に関する考え方を示すこととする。したがって、訪問販売又

は電話勧誘販売以外の取引方法における住宅リフォーム工事の役務提供について過量販売かど

うかの考え方を示すものではない。 

なお、本考え方は、訪問販売又は電話勧誘販売における住宅リフォーム工事の役務提供に係

る過量販売規制の適用がなされる場合のあらゆる場面を網羅するものではなく、実際に役務提

供事業者が行った勧誘が過量販売規制の適用対象となるのかについては個別事案ごとに判断さ

れることに留意する必要がある。 

第２ 法の定め 

  法においては、顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為となる過量販売の類型を

以下のように定めている。 

① 法第７条第１項第４号（第 22条第１項第４号）

法第７条第１項第４号（第 22条第１項第４号）では、正当な理由がないのに訪問販売（電

話勧誘販売）に係る売買契約又は役務提供契約であって日常生活において通常必要とされる

分量を著しく超える商品若しくは特定権利（法第２条第４項第１号に掲げるものに限る。以

下同じ。）の売買契約又は日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著し

く超えて役務の提供を受ける役務提供契約の締結について勧誘することを規定している。 

すなわち、法第７条第１項第４号（第 22条第１項第４号）は、契約の内容自体が過量とな

る契約の締結について勧誘することを過量販売として規制するものである。 

② 省令第６条の３第１号（第 22条の３第１号）

省令第６条の３第１号（第 22条の３第１号）では、正当な理由がないのに訪問販売（電話

勧誘販売）に係る売買契約又は役務提供契約の締結について、当該売買契約又は役務提供契
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約に基づく債務を履行することにより顧客にとって当該売買契約に係る商品若しくは特定権

利と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著

しく超えることとなること又は当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回

数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若し

くは分量を著しく超えることとなることを知りながら勧誘することを規定している。 

すなわち、省令第６条の３第１号（第 22条の３第１号）は、契約の内容自体は過量とはな

らない一方で既に消費者に履行されている分量に加えて当該契約の内容が履行されることに

より過量となることを知りながら当該契約の締結について勧誘することを過量販売として規

制するものである。 

③ 省令第６条の３第２号（第 22条の３第２号） 

省令第６条の３第２号（第 22条の３第２号）では、正当な理由がないのに訪問販売（電話

勧誘販売）に係る売買契約又は役務提供契約の締結について、当該売買契約に係る商品若し

くは特定権利と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされ

る分量を既に著しく超えていること又は当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を

受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、

期間若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら勧誘することを規定している。 

すなわち、省令第６条の３第２号（第 22条の３第２号）は、消費者に履行されている役務

等が既に過量となっていることを知りながら当該契約の締結について勧誘することを過量販

売として規制するものである。 

本考え方では、法及び省令で規定する過量販売規制において共通の要件とされる「日常生活

において通常必要とされる分量を著しく超える」との要件を「超過要件」、「正当な理由がない

のに」との要件を「正当な理由なし要件」、省令で規定する過量販売においてのみ要件とされる

「著しく超えることを知りながら」及び「著しく超えていることを知りながら」との要件を「認

識要件」とそれぞれ呼称することとする。 

以下では、これらの要件の該当性についての考え方を示すが、行政処分を行うに当たってこ

れらの要件を立証する義務を負うのはあくまで当該行政処分を行う行政機関である。 

 

第３ 訪問販売又は電話勧誘販売における住宅リフォーム工事の役務提供に係る過量販売規制の

要件に関する考え方 

１．「超過要件」について 

（１）「超過要件」を検討する前提としての住宅の同一性及び工事の範囲の捉え方について 

ア 住宅の同一性について 

    一軒家であれば物理的・構造的に一体の建物を一つの住宅として捉える。 

    アパートやマンション等の共同住宅であれば、それぞれの入居者の居住部分（例えば

「○○号室」等）を一つの住宅として捉え、共同住宅の共用部分は一つの住宅とは捉え

ない。 

なお、建物の登記がある場合には、登記が住宅の同一性に係る指標の一つとなる。 

   イ 工事の範囲について 

     同一住宅であっても、さらに「小屋裏内」、「基礎コンクリート内」等の機能的一体性
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を有する範囲内での工事であれば、近接した時期に複数箇所の工事を行う必要性はより

低くなると考えられる。 

そこで、住宅リフォーム工事の範囲としては、機能的一体性を基に、工事の対象とな

る部位の同一性を捉え、形式的に異なる箇所の工事であったとしても、機能的一体性を

有する範囲内であれば同一部位についての工事を行ったものと考えられる。 

     例えば、同一住宅の小屋裏内の別々の箇所を局所的に、かつ、時期をずらして工事を

行った場合であっても、同一部位についての工事を行ったものと考えられる。 

 

 （２）超過要件該当性が認められる類型等 

    消費者が日常生活において通常直接的に使用しない部位（代表的な例として、床下、屋

根、小屋裏、基礎、外壁等。以下「不使用部位」という。）について、同一住宅のうち三つ

以上の不使用部位について工事を行う契約を締結する勧誘（勧誘の日の１年前から起算し

て累積で三つ以上の不使用部位について工事を行うこととなる契約を締結する勧誘も含

む。）があった場合、超過要件該当性が認められる【図参照】。 

   ① 法第７条第１項第４号（第 22条第１項第４号）の超過要件に該当すると考えられる例 

当該勧誘前１年間には同一住宅の不使用部位について工事がなかった場合において、

三つの不使用部位（例：床下、屋根、小屋裏）について工事を行う契約を締結する勧誘

があった場合には、法第７条第１項第４号（第 22条第１項第４号）に関して超過要件に

該当すると考えられる。 

② 省令第６条の３第１号（第 22条の３第１号）の超過要件に該当すると考えられる例 

勧誘の１年前を起算点としてそれ以後に、同一住宅の二つの不使用部位（例：床下、

屋根）について工事を行っていた場合1において、更に不使用部位（既に工事が行われて

いた不使用部位と重なる部位も含む。③において同じ。例：基礎など）について工事を

行う契約2を締結する勧誘があった場合には、省令第６条の３第１号（第 22 条の３第１

号）に関して超過要件に該当すると考えられる。 

③ 省令第６条の３第２号（第 22条の３第２号）の超過要件に該当すると考えられる例 

勧誘の１年前を起算点としてそれ以後に、同一住宅の三つの不使用部位（例：屋根、

小屋裏、基礎）について工事が行われていた場合において、さらに不使用部位について

工事を行う契約を更に締結する勧誘があった場合には、省令第６条の３第２号（第 22条

の３第２号）の超過要件に該当すると考えられる。 

ただし、上記の考え方は超過要件該当性が通常認められる場合を想定したものであって、

例えば、同一住宅のうち二つの不使用部位について工事を行う契約を締結する勧誘があっ

た場合や、同一住宅のある不使用部位の工事から１年以上経過後に同一部位の工事につい

                                                      
1  勧誘以前の工事はその一部が、対象となる１年の期間に入っていれば足り、着工の時期が勧誘

より１年以上前である場合や、未完成である場合であっても一つの部位の工事に含まれる。 
2  契約の更新等により形式的には従前の契約に基づく工事との体裁を採っている場合であって

も、勧誘に至る経緯、工事部位、工事内容及び代金額等の事情を考慮すれば、実質的には別契約

に基づく工事であると評価できる場合も新たな住宅リフォーム工事の役務提供契約に含む。 
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て更に契約の締結を勧誘する場合等においても、様々な状況を考慮した結果、超過要件を

満たす場合があり得ることには留意されたい3。なお、超過要件に該当した場合であっても、

過量販売に該当するためには「認識要件」及び「正当な理由なし要件」を充足する必要が

ある。とりわけ、①（契約の内容自体が過量となる契約の締結について勧誘することを過

量販売として規制する類型）の場合、自然災害の発生等により家全体の補修が必要となる

場合やまとめて複数箇所を工事することが効率的な場合など、他の類型に比して超過要件

該当性が認められない場合も含まれる可能性を有することから、３に記載のとおり個別事

案における工事の客観的必要性等正当な理由なし要件該当性を慎重に判断することとなる。 

 

 （３）工事を行う事業者の異同について 

    過去のリフォーム工事からの累積により超過要件該当性を判断する事案（省令第６条の

３（第 22 条の３））においては、過去に工事を行った事業者と、現在工事を行う事業者が

異なることもあり得るが、超過要件は、事業者の異同にかかわらず客観的な累積の工事状

況に即して検討されることとなる。 

    もっとも、過去に工事を行った事業者と、現在工事を行う事業者が異なる場合には、下

記のとおり、「認識要件」が問題となり得る。 

 

２．「認識要件」について 

単一の事業者による工事により前記１．（２）の超過要件を充足した場合には、原則とし

て「認識要件」も充足すると考えられる。 

他方、過去に工事を行った者が別の事業者であった場合に、その工事の事実や工事の内容

等の把握が困難であったなどの個別具体的な事情は、「認識要件」を充足しない特段の事情

として検討することとなる。 

もっとも、例えば、勧誘した消費者から過去の工事の経緯を説明された場合、過去に工事

を行った事業者の関連会社であり過去の工事情報を入手していた場合、住宅の状況等を確認

すれば直近の施工状況が明らかである場合など、過去の施工状況を把握できる状態であった

ときは、過去に工事を行った事業者とは別の事業者が勧誘を行う場合であっても認識要件を

充足することとなる。 

 

３．「正当な理由なし要件」について 

前記１．（２）の超過要件を充足した場合には、原則として正当な理由はないと考えられ

る。 

もっとも、自然災害の発生その他勧誘前に行われた工事の時点では予期できない事情によ

り新たに工事の必要性が別途生じた場合や、過去に行われた工事に不備があり、住宅の維持

                                                      
3 例えば、約２年半前に自ら同小屋裏内に遮熱材を設置すること等を内容とする同小屋裏工事

（以下「第１工事」という。）に係る役務を提供していたところ、さらに同小屋裏内に第１工事

前から存在していた断熱材（以下「既存断熱材」という。）を撤去し、同小屋裏内の既存断熱材

を設置していた箇所に新たに遮熱材を設置すること等を内容とする工事に係る役務を提供する

契約の締結について勧誘があった場合に、省令第６条の３第１号（第 22 条の３第１号）に該当

するとして行政処分を行った事案があった。 
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のためには改めて同一不使用部位について工事を行う必要性が認められる場合には、例外的

に正当な理由があると考えられる。とりわけ、例えば、１．（２）①（契約の内容自体が過量

となる契約の締結について勧誘することを過量販売として規制する類型）の場合、自然災害

の発生等により家全体の補修が必要となる場合やまとめて複数箇所を工事することが効率

的な場合も考えられることから、個別事案における工事の客観的必要性等正当な理由なし要

件該当性を慎重に判断する必要がある。 

このような正当な理由なし要件を判断するためには、施工前と施工後の工事部位を撮影し

た写真や動画や消費者の勧誘時のやり取りを記録した資料が、最も端的な裏付けの手段とな

ると考えられる。そのため、消費者からの取消権の行使などに備えるためにも５年程度当該

写真等正当な理由を裏付けるための資料を保存しておくことが望まれる。写真や動画を単に

保存しているだけで正当な理由なし要件が判断されるのではなく、当該正当な理由を裏付け

る資料により超過要件を満たす工事であっても工事の客観的必要性が認められることによ

り、正当な理由なし要件が認められず、過量販売に該当しないこととなる。このような資料

がない場合、正当な理由なし要件が認められやすくなり、過量販売に該当する可能性が高く

なることに留意されたい。 
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勧誘

勧誘

不使用部位Ａ

① 法第７条第１項第４号（第22条第１項第４号）の超過要件に該当すると考えられる例

②－１ 省令第６条の３第１号（第22条の３第１号）の超過要件に該当すると考えられる例

不使用部位Ｂ

不使用部位Ｃ

不使用部位Ａ 不使用部位Ｂ 不使用部位Ｃ

１年

勧誘から
１年前 勧誘時点

施工 施工

１年

勧誘から
１年前 勧誘時点

【過量要件該当性が認められる類型等】
同一住宅のうち三つ以上の不使用部位について工事を行う契約を締結する勧誘
（勧誘の日の１年前から起算して累積で三つ以上の不使用部位について工事を
行うこととなる契約を締結する勧誘も含む。）があった場合

勧誘

②－２ 省令第６条の３第１号（第22条の３第１号）の超過要件に該当すると考えられる例

不使用部位Ａ 不使用部位Ｂ 不使用部位Ａ

１年

勧誘から
１年前 勧誘時点

施工 施工
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１年

施工

勧誘から
１年前 勧誘時点

③－１：省令第６条の３第２号（第22条の３第２号）の超過要件に該当すると考えられる例

不使用部位Ａ 不使用部位Ｂ 不使用部位Ｃ

施工 施工

勧誘

不使用部位Ｄ

１年

施工

勧誘から
１年前 勧誘時点

③－２：省令第６条の３第２号（第22条の３第２号）の超過要件に該当すると考えられる例

不使用部位Ａ 不使用部位Ｂ 不使用部位Ｃ

施工 施工

勧誘

不使用部位Ｂ

【過量要件該当性が認められる類型等】
同一住宅のうち三つ以上の不使用部位について工事を行う契約を締結する勧誘
（勧誘の日の１年前から起算して累積で三つ以上の不使用部位について工事を
行うこととなる契約を締結する勧誘も含む。）があった場合
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